
清掃，警備等の委託業務に係る競争入札参加者の等級格付基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は，松山市競争入札参加者資格審査等に関する要綱（平成１８年要綱第

９８号。以下「資格審査要綱」という。）第６条に基づき，清掃，警備等の委託業務（別

表第１に掲げる業種をいう。）に係る有資格者（資格審査要綱第５条に規定する有資格者

をいう。以下同じ。）の等級格付に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（有資格者の審査の項目） 

第２条 有資格者の審査の項目は，次のとおりとする。 

(1) 営業年数  

資格審査要綱第４条第１項に規定する期間の初日（以下「申請基準日」という。）に

おける営業年数 

(2) 自己資本額  

申請基準日の直前の営業年度の決算（以下「直前決算」という。）における自己資本

額（貸借対照表の純資産の部の合計額をいう。次号において同じ。） 

(3) 自己資本比率  

直前決算における自己資本額を総資本の額（貸借対照表の負債・純資産合計の額を

いう。）で除して得た数値を百分比で表したもの 

(4) 流動比率  

直前決算における流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表した

もの 

(5) 年間平均実績高  

申請基準日の直前２年の各営業年度（個人にあっては，年とする。）における希望す

る業種ごとの年間平均実績高 

(6) 入札参加資格停止状況  

審査基準日から過去２年間において，松山市建設工事等請負業者入札参加資格停止

措置要綱（平成１７年要綱第４６号）に基づく入札参加資格停止を受けた状況 

２ 前項に定めるもののほか市内に本店又は本社を有する有資格者の審査の項目は，次の

とおりとする。 

(1) 障害者雇用の状況  



障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく雇用義

務のある者が法定雇用率を満たしていること又は，雇用義務の無い者で障害者を雇用

していること。 

(2) 就業規則への育児・介護休業制度の規定状況  

育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第７６号）第２条に定義する育児・介護休業制度を就業規則に規定し，労働基

準監督署に届け出ていること。 

 (3) 一般事業主行動計画策定状況  

次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく一般事業主行動

計画を策定し，労働局に届け出ていること。 

(4) 協力雇用主の登録状況 

   協力雇用主（再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）第１

４条の協力雇用主をいう。別表第２において同じ。）として保護観察所に登録されてい

ること。 

（有資格者の審査の項目の付与数値） 

第３条 前条に規定する有資格者の審査の項目から得た実数に対応する付与数値は，別表

第２に定める数値とする。 

（等級の格付） 

第４条 市長は，有資格者の希望する業種ごとに前条に規定する付与数値を合計し，その

合計に基づき，格付区分（別表第１右欄の格付区分をいう。以下同じ。）が１種の業種は

別表第３により，格付区分が２種の業種は別表第４により，それぞれ格付けするものと

する。ただし，市長が等級に格付けする必要がないと認める業種については，これを行

わないことができる。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この基準は，平成１９年３月１日から施行する。 

（松山市委託業務競争入札参加者の格付基準の廃止） 

２ 松山市委託業務競争入札参加者の格付基準（平成１７年１１月１日実施）は，廃止す

る。 



付 則 

（施行期日） 

１ この基準は，平成２１年３月９日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準による改正後の清掃，警備等の委託業務に係る競争入札参加者の等級格付基

準の規定は，平成２１年度以後の有資格者に係る等級格付から適用し，平成２１年度よ

り前の有資格者に係る等級格付については，なお従前の例による。 

付 則 

（施行期日） 

１ この基準は，平成２５年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この基準による改正後の清掃，警備等の委託業務に係る競争入札参加者の等級格付基

準の規定は，平成２５年度以後の有資格者に係る等級格付から適用し，平成２５年度よ

り前の有資格者に係る等級格付については，なお従前の例による。 

付 則 

（施行期日） 

１ この基準は，令和５年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この基準による改正後の清掃，警備等の委託業務に係る競争入札参加者の等級格付基

準の規定は，令和５年度以後の有資格者に係る等級格付から適用し，令和５年度より前

の有資格者に係る等級格付については，なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第１条関係） 

 業 種 格付区分 

１ 計画策定 １種 

２ 広告・宣伝 １種 

３ 調査・検査 ２種 

４ 情報処理 １種 

５ 各種設備等保守点検 １種 

６ 運転管理 ２種 

７ 廃棄物処理 １種 

８ 催事関係 ２種 

９ 清掃 １種 

１０ 警備 ２種 

１１ 運送・配送 ２種 

１２ 草木管理 ２種 

１３ 衛生管理 格付なし 

１４ 消防用設備保守点検 ２種 

１５ その他 格付なし 

 

別表第２（第３条関係） 

(1)営業年数 

営 業 年 数 付与数値（点） 

３０年以上 １０ 

２０年以上      ３０年未満 ８ 

１０年以上      ２０年未満 ６ 

５年以上      １０年未満 ４ 

２年以上       ５年未満 ２ 

２年未満 １ 

 



 

(2)自己資本額 

自 己 資 本 額 付与数値（点） 

５千万円以上 ２０ 

２千万円以上    ５千万円未満 １６ 

１千万円以上    ２千万円未満 １２ 

５百万円以上    １千万円未満 ６ 

    ５百万円未満 ３ 

(3)自己資本比率 

自 己 資 本 比 率 付与数値（点） 

４０％以上 １５ 

３０％以上      ４０％未満 １２ 

２０％以上      ３０％未満 ９ 

１０％以上      ２０％未満 ６ 

１％以上      １０％未満 ３ 

１％未満 ０ 

 (4)流動比率 

流 動 比 率 付与数値（点） 

１３０％以上 １５ 

１１０％以上     １３０％未満 １２ 

１００％以上     １１０％未満 ９ 

８０％以上     １００%未満 ６ 

６０％以上      ８０%未満 ３ 

６０％未満 ０ 

 

 

 

 

 



 

(5)年間平均実績高 

年 間 平 均 実 績 高 付与数値（点） 

２億円以上 ４０ 

１億円以上     ２億円未満 ３５ 

５千万円以上     １億円未満 ３０ 

２千万円以上    ５千万円未満 ２０ 

１千万円以上    ２千万円未満 １０ 

１円以上    １千万円未満 ５ 

(6)入札参加資格停止状況 

  審査基準日から過去２年間において，松山市建設工事等請負業者入札参加資格停止措

置要綱（平成１７年要綱第４６号）に基づく入札参加資格停止を受けた者について，下

記の基準により，申請した全業種に対して点数を減ずる。 

 

 

 

 

 

 

(7)障害者雇用の状況（市内に本店又は本社を有する者） 

ア．障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づ

く雇用義務のある者で法定雇用率を達成している場合又は，雇用義務の無

い者で障害者を雇用している場合 

イ．該当する者に対しては，申請した全業種に３点を加える。 

(8)就業規則への育児・介護休業制度の規定状況（市内に本店又は本社を有する者） 

ア．育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号）第２条に基づく育児・介護休業制度を就業規則

に規定し，労働基準監督署に届出を行っている場合 

イ．該当する者に対しては，申請した全業種に３点を加える。 

 

入札参加資格停止期間 点数 

１２ヶ月以上 －５点 

６ヶ月以上～１２ヶ月未満 －４点 

３ヶ月以上～ ６ヶ月未満 －３点 

３ヶ月未満 －２点 



 

(9)一般事業主行動計画策定状況（市内に本店又は本社を有する者） 

ア．次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく一般事

業主行動計画を策定し，労働局に届出を行っている場合 

イ．該当する者に対しては，申請した全業種に３点を加える。 

(10)協力雇用主の登録状況（市内に本店又は本社を有する者） 

ア．協力雇用主として保護観察所に登録されている場合 

イ．該当する者に対しては，申請した全業種に３点を加える。 

別表第３（第４条関係） 

総 合 審 査 数 値 等 級 

８０点以上 Ａ 

５０点以上      ８０点未満 Ｂ 

５０点未満 Ｃ 

 

別表第４（第４条関係） 

総 合 審 査 数 値 等 級 

６０点以上 Ａ 

６０点未満 Ｂ 

 

 

 


